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第１章 計画の概要 

 

１．計画の目的 

 

第 8期介護保険事業における国が定めた基本指針は、第 7期計画での目標や具体的

な施策を踏まえて、2025（令和 7）年を目指した地域包括システムの整備、更に現役

世代が急増する 2040（令和 22）年の双方を念頭に、高齢者人口や介護サービスのニ

ーズを中長期的に見据えるために第 8期計画に位置付けることとします。 

介護保険制度は、創設から 20 年が経ち、サービス利用者は制度創設時の 3 倍を超

え、650 万人に達しており、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必

要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。 

その一方、2025（令和 7）年には、団塊世代のすべてが 75歳以上となるほか、2040

（令和 22）年には、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となるなど、人口の高齢

化は、今後さらに進展することが見込まれます。 

こうした中、共同体の機能の一層の低下、人口減少による地域の持続への懸念など

の近年の社会の変化や、地域の実践において生まれつつある新しい価値観の萌芽を踏

まえ、今後の介護保険制度のあり方をどう考えていくかという中長期的な観点を念頭

に置きつつ、当面の課題として、津別町における包括的な支援体制の整備を推進して

いくことが重要であります。 

 このことから、国が目標とする「地域共生社会」の実現に向け、地域課題の解決力

の強化、地域丸ごとのつながりの強化、地域を基盤とする包括的支援の強化という考

え方を基本として、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、

人と社会のつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らして

いくことができる、包括的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方を目指し

「津別町地域福祉計画」と一体的に高齢者の保健福祉並びに介護の施策を推進します。 
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２．計画の位置付け 

 

（１）計画の法的根拠 

 高齢者保健福祉計画は、老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の 8第 1項、

介護保険事業計画は、介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 117条第 1項の規定に

基づき市町村に作成が義務付けられた計画です。 

 また、2つの計画は一体的に作成し、北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支

援）計画や町の総合計画、地域福祉計画、健康づくり計画等と整合性を図りながら、

高齢者施策を総合的に推進するための基本的な計画となります。 

 

（２）計画の期間と計画の位置付け 

この計画の期間は、2021（令和 3）年度から 2023（令和 5）年度までの 3年間です。 

また、策定に当たっては、高齢者の尊厳を支えるケアを実現するため、団塊の世代

が 75 歳以上となり、介護が必要な高齢者が急速に増加する 2025（令和 7）年度まで

の間に、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムをさらに深化・推進することを目

標とし、第 8期計画における目指すべき姿を具体的に示しながら、取り組みを進めて

いくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）他の計画との関係 

 本計画では、令和 2 年 3 月に策定した「第 6 次津別町総合計画」において、「暮ら

したい、魅力あふれるエコタウン」によるまちづくりの実現のため町民が共に支え合

う地域社会をつくることを目指しており、主に高齢者に関する今後の保健・福祉・介

護分野の施策を総合的に推進するための指針となっています。 

 また、「助け合い見守りで安心して住み続けられるまちつべつ」を基本理念とする

「第２期津別町地域福祉計画」や「第５期津別町地域福祉実践計画」と連携し、誰も

が楽しく健やかに暮らせる地域社会の構築に向けて努力します。 

 加えて、北海道が令和 2年度に策定する第 8期「北海道高齢者福祉計画・介護保険

団塊世代が 65歳に到達 団塊世代が 75歳に到達 

第５期計画 
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～2014 

第６期計画 

2015 

～2017 

第 8期計画 

2021 

～2023 

第 7期計画 

2018 

～2020 

第９期計画 

2024 

～2026 

地域包括ケア 

システムの深化 
地域共生社会に 

向けて 

２０15 

＜２０２９年までの見通し＞ 

第 8期計画 

2021 

～2023 

第１０期計画 

2027 

～2029 

第 6期計画 

2015 

～2017 

２０２５ 

団塊世代が 75 歳に到達 団塊世代が 65 歳に到達 
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事業支援計画」とも整合性を図り、連携の取れた施策の推進を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）策定の手法 

 「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の策定に際し、計画策定の基礎資料

とするため、令和 2年 1月に「津別町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施し、

令和 2年 2月から同年 5月にかけて「在宅介護実態調査」を実施しました。 

 また、厚生労働省「見える化」システムを活用し、介護サービスの見込み量を設定

し、策定に当たっては、これらのデータを活用し、把握された現状及び現計画の振り

返りを行ったほか、介護保険法改正など国や道の動きを踏まえて策定しました。 

また、幅広い視点での協議を行うため、保健・医療・福祉関係者、住民代表により

構成された「津別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」で協議・検

討を行いました。 

津別町子ども・子育て支援事業計画（R2～R6） 

第 6次津別町総合計画（R2～R11） 

第 3期津別町障がい者計画（R3～R5） 

第 6期津別町障がい福祉計画及び障がい児福祉計画（R3～R5） 

第 8期津別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

(R3 年～R5 年) 

第２次津別町健康づくり計画（H25～R4） 

北海道高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業支援計画 

北海道医療計画 

第 2 期津別町地域福祉計画（R2～R6） 

医療介護総合確保促進法に 

基づく北海道計画 

北海道医療費適正化計画 

北海道健康増進計画 

北海道障がい福祉計画 

北海道住生活基本計画 

北海道高齢者居住安定確保計画 

津別町住生活基本計画 

津別町社会福祉協議会 

第 5期津別町地域福祉実践計画（R2～R6） 

その他関連計画 

■関連計画 
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「津別町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の概要 

■調査の目的 

高齢者保健福祉計画・第 8 期介護保険事業計画を策定するに当たり、住民の生活状況や健

康状態、介護、福祉サービスに対する意向等を調査し、計画策定の基礎資料とするとともに、

今後の保健福祉行政に活かすために実施。 

■調査の対象 

・津別町内に在住する 65歳以上の高齢者から無作為抽出（要介護認定者は除く） 

■調査の方法 

・郵送による配布・回収 

■調査期間 

・令和 2年 1月 17日～同年 2月 7日 

■回収結果 

・発送数 1,000名中 579名の回収（回収率：57.9％）                               

家族構成 単身 夫婦２人

（配偶者 65

歳以上 

夫婦２人

（配偶者 65

歳以下） 

息子・娘

との２

世帯 

その

他 

無回

答 

計 

回収数 107 295 22 70 74 11 579 

割合％ 18.5 50.9 3.8 12.1 12.8 1.9 100.0 
 

 

 

「津別町在宅介護実態調査」の概要 

■調査の目的 

高齢者保健福祉計画・第 8期介護保険事業計画を策定するに当たり、「要介護者の在宅生活

の継続」や「介護者の就労継続」に有効な介護サービスのあり方を調査し、計画策定の基礎

資料とするとともに、今後の保健福祉行政に活かすために実施。 

■調査の対象 

・津別町内において在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方の内、下記調

査期間内に更新申請又は区分変更申請に伴う認定調査を受けた方（施設入所者除く） 

■調査の方法 

・郵送による配布・回収 

■調査期間 

・令和 2年 2月 10日～同年 2月 28日 

■回収結果 

・対象者数 256名中 107名の回収、（回収率：41.8％） 
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３．計画の推進体制 

 

（１）津別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

役 職 名 氏   名 所属団体 

委 員 長 白 木 雅 之 保健医療関係（歯科医師） 

副委員長 大 東   勲 福祉関係者（社会福祉協議会） 

委  員 相 澤   誠 学識経験者（医師） 

〃 広 岡 壽 幸 福祉関係者（民生・児童委員協議会） 

〃 中 川 孝 敏 被保険者代表（老人クラブ連合会） 

〃 増 田 好 子 被保険者代表（商工会女性部） 

〃 細 川 タ ケ 被保険者代表（農協女性部） 

〃 園 部   守 被保険者代表（労働団体） 

〃 土 屋 けい子 被保険者代表（ボランティア団体） 

〃 斉 藤 美智子 被保険者代表（元介護者の会） 

〃 小 川 麻衣子 福祉関係者（介護サービス事業所） 

〃 藤 岡   保 被保険者代表（公募） 

（任期：平成 30年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

 

 

 

 

【計画策定委員会の開催状況及び議題等】 

回 開催年月日 主な議題等 

第 1回 
令和 2年 5月  

（書面協議） 

・令和元年度介護保険事業の実績について 

・第 8期介護保険事業計画策定について 

第 2回 令和 2年 10月 9日 

・第 8期計画策定に向けて（スケジュールや基本方針確認） 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の

報告及び「見える化」システムによるサービス見込み量等の

検証（課題の抽出、重点課題の意見等取りまとめ） 

第 3回 令和 3年 1月 27日 
・第 7期介護保険事業計画の評価・検証 

・高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画の素案 

第 4回 令和 3年 3月  日 

・パブリックコメントの結果 

・高齢者福祉計画・介護保険事業計画の確認 

・第 8期介護保険料について 

 

【パブリックコメント結果】 

 １）期   間 令和 3年 1月 28日～令和 3年 2月 27日 

 ２）提出意見数   件 



- 9 - 

 

（２）津別町地域包括支援センター運営協議会 

地域包括ケアシステムの拠点となる「津別町地域包括支援センター」の運営につい

ては、中立性の確保、人材確保支援などの観点から「津別町地域包括支援センター運

営協議会」が関わり、センターの円滑かつ適正な運営について評価します。 

 

（３）津別町地域密着型サービス運営協議会 

地域密着型サービスの指定、また、地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を

設定する際に町長に対して意見を述べるとともに、地域密着型サービスの質の確保、

運営評価のほか、町長が地域密着型サービスの適切な運営を確保する観点から、必要

であると判断した事項について協議を行います。 

 

第２章 高齢者を取り巻く状況 

 

１．総人口及び高齢者数 

 

 住民基本台帳人口によると、本町の総人口は令和 2 年 9 月末日現在 4,502 人です。

このうち、高齢者数は 2,038 人で高齢化率は 45.27％で年々上昇しています。総人口

は 3 年後の令和 5 年には 4,118 人で高齢者数は 1,923 人、高齢化率 46.70％、8 年後

の令和 12年には 3,398人で高齢者数 1,655人、高齢化率 48.71％と見込まれています。 

 

 
 

 

4,778 4,662 4,542 
4,328 4,223 4,118 
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2,494 
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3,000
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5,000

6,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和12年 令和22年

総人口の推移及び将来推計
人

※令和 3年以降は推計 

出展：津別町住民基本台帳人口、厚生労働省推計値（H27 国勢調査：人口等基本集計、国立社会保障・人口問題

研究所：地域別将来推計人口 H30 年 3 月を用いた値） 
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2,113 2,080 2,057 2,007 1,965 1,923 
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２．前後期別高齢者数 

 

 高齢者の内、要介護状態になりやすい 75 歳以上の後期高齢者数は令和 2 年 9 月末

で 1,121人で、総人口に占める後期高齢者の割合は 24％台と上昇傾向が続いています。

一方、65歳～74歳の前期高齢者数は、ほぼ平行した状態が続きますが、令和 7（2025）

年に団塊世代が 75歳以上となることから令和 12年には後期高齢者数が 1,138人、75

歳以上の比率も 34.84％まで急増することが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．世帯数及び平均世帯人員の推移 

 

 本町では 60歳以下の人口が急激に少なく、全世帯数が減少しています。平成 25年

※令和 3年以降は推計 

※令和 3年以降は推計 

出展：津別町住民基本台帳人口、厚生労働省推計値（H27 国勢調査：人口等基本集計、国立社会保障・人口問題

研究所：地域別将来推計人口 H30 年 3 月を用いた値） 

出展：津別町住民基本台帳人口、厚生労働省推計値（H27 国勢調査：人口等基本集計、国立社会保障・人口問題

研究所：地域別将来推計人口 H30 年 3 月を用いた値） 
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と令和 2年を比べると 248世帯の減となり、世帯人員も 1.97人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．高齢者がいる世帯の状況 

 

本町の令和 2 年 9 月末日での「高齢者がいる世帯数」は 1,409 世帯で、3 年前の平

成29年3月末日より73世帯減少しました。全世帯のうち高齢者がいる世帯は、61.78％

を占めています。 

 その高齢者がいる世帯の中で、「高齢者単身世帯数」は 609世帯で平成 29年と比べ

1 世帯減少しており、全世帯のうち 26.65％を占めています。これに「高齢者夫婦世

帯数」を合わせた高齢者のみの世帯は 1,088世帯で、全世帯の 47.69％になります。 

 

 

 

出展：津別町住民基本台帳人口 

出展：津別町住民基本台帳人口 
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■高齢者がいる世帯の推移                   （単位：世帯） 

 平成 26年 3月末 平成 29年 3月末 令和 2年 9月末 

① 高齢者単身世帯数 576 609 608 

② 高齢者夫婦世帯数 527 507 480 

③ その他の高齢者世帯数 382 366 321 

高齢者がいる世帯（①～③） 1,485 1,482 1,409 

世 帯 数 2,511 2,399 2,281 

 

■全世帯に占める高齢者がいる世帯                （単位：％） 

 平成 26年 3月末 平成 29年 3月末 令和 2年 9月末 

① 高齢者単身世帯数 22.94 25.39 26.65 

② 高齢者夫婦世帯数 20.99 21.13 21.04 

計（①＋②） 43.93 46.52 47.69 

③ その他の高齢者世帯数 15.21 15.26 14.73 

 

５．要介護（要支援）認定者数の状況 

 

本町の第 1号被保険者の要介護（要支援）認定者数は、令和 2年 3月末現在 368人

で、要介護認定率は 17.9％です。介護予防・日常生活支援総合事業を平成 28 年度か

ら実施し要支援認定者が減少し、それに伴い総体の認定者数が微増となりました。し

かし、高齢者数がピークを迎え、要介護状態になりやすい 75 歳以上の後期高齢者の

割合が高いこともあり、要介護認定率の伸び率は少しずつ高くなり、令和 3 年には

18％台、令和 12 年には 22％台と見込んでいます。令和 7 年以降は団塊の世代が後期

高齢者になることから急激な上昇を今から抑制していく必要があります。要介護認定

者数は、3 年後の令和 5 年が 369 人、10 年後の令和 12 年が 370 人と見込まれていま

す。 

 要介護認定者数の将来推計は、将来推計人口に平成 30 年～令和元年度の実績をも

とに算出した要介護度別の認定者数の伸び率を乗じて推計を行うとともに、今後の本

町における施策を反映した推計となっております。 
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％ 

※令和 3 年以降は推計 
人 

出典：津別町介護保険事業実績、厚生労働省「見える化」システム施策反映値 

 

※令和 3 年以降は推計。令和 2 年は 3 月末推計 人 

出典：津別町介護保険事業実績、厚生労働省「見える化」システム施策反映値 
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人 サービス別の利用状況 施設

密着型

居宅

要介護（要支援）

認定者

（２号被保険者含

む）

(注)出現率とは、第 1 号被保険者数に占める要介

護認定者数の割合のことをいう。 

 

■要介護（要支援）認定者数 

 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 12 年度 

総数 360 369 373 371 375 375 375 

 要支援 1 45 48 51 47 47 46 43 

要支援 2 39 49 50 49 50 48 47 

要介護 1 89 77 75 77 78 79 74 

要介護 2 53 69 67 71 71 73 75 

要介護 3 48 42 42 40 41 40 44 

要介護 4 43 40 46 46 46 48 49 

要介護 5 43 44 42 41 42 41 43 

 うち第 1号被保険者数 355 363 368 365 369 369 370 

 要支援 1 44 47 50 46 46 45 42 

要支援 2 38 47 49 47 48 46 46 

要介護 1 89 77 75 77 78 79 74 

要介護 2 52 68 66 70 70 72 74 

要介護 3 47 41 41 39 40 39 43 

要介護 4 43 40 46 46 46 48 49 

要介護 5 42 43 41 40 41 40 42 

 

65 歳以上に占める要介護(要支援)認定者の出現率(注)は、17.79％で管内 1

4番目の状況です。介護保険制度が始まった平成 

12年度は 8.9％でしたが、平成 23年度以降、出現率は

高くなっています。令和 5 年度には 19％台、令和 12

年度には22％台を超えていくことが推計されています。 

後期高齢化率は、管内では滝上町、置戸町の次 

に高い 24.6％(令和 2 年 1 月末日現在住民基本台帳人

口より）ですが、出現率は中間よりも下に位置してい

ます。 

 介護サービスの利用状

況は、認定者数に比例して

います。認定者の 8割はサ

ービスを利用し、その内、

施設サービスは、施設数が

限られていることから利

用者数の大きな変動はあ

りません。 

 出現率 

全 国 20.08％ 

全 道 18.51％ 

オホーツク管内 19.05％ 

津 別 町 17.79％ 

※令和 2 年 7 月分介護保険事業状況報告（暫定）より 

各年度末 
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出典：津別町介護保険事業実績 

認知症, 17人, 20%

脳血管疾患, 4人, 5%

がん, 6人, 7%

変形性関節症, 2人, 

2%

脊柱管狭窄症, 1人、

1%

骨折・転倒, 10人, 12%糖尿病, 1人, 1%
慢性閉塞性肺疾患, 

3人, 3%

糖尿病性神経障害等

2人, 2%

高血圧, 1人, 1%

その他疾病, 41人, 

47%

令和元年度新規申請者（87名）の原因疾患

認知症

脳血管疾患

がん

変形性関節症

脊柱管狭窄症

骨折・転倒

糖尿病

パーキンソン病関連疾患

心疾患等

高血圧

その他疾病

 居宅サービスと密着型サービスの利用者は、平成 23 年度以降、認定者の 5割以上

の方が利用している状況です。 

 

６．高齢者保健福祉圏域の設定 

 

 高齢者保健福祉圏域は、「北海道地域福祉支援計画」における第 2 次保健医療福祉

圏（概ね保健福祉サービスの完結を目指す地域単位）、「北海道医療計画」の第 2次医

療圏、医療介護総合確保促進法に基づく「北海道計画」の医療介護総合確保区域と同

じ 21 の圏域としており、本町は北網圏域（北見市、網走市、大空町、美幌町、斜里

町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、津別町）となります。 

 

７．日常生活圏域の考え方 

 

高齢者が、要介護状態となっても住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、

必要なサービスが継続的かつ包括的に提供できるエリアとして、日常生活圏域を設定

しています。 

 第8期計画においても地域包括支援センターを中心に介護予防事業の充実や介護基

盤整備を図っていくことから、津別町全域を一つの日常生活圏域として設定します。 

 

８．介護保険事業計画見直しに伴う調査にみる高齢者及び介護者の状況 

 

（１）介護が必要となった主な原因 

 令和元年度新規申請者の原因疾患は、「認知症」、「転倒骨折」、「がん」の割合が高

くなっています。 
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16.4%
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脊椎損

傷

2.3%

その他

10.9%
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5.5%

不明

2%

がん

2%

介護が必要となった主な原因

出典：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査集計 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より介護・介助が必要になった主な原因は、「高

齢による衰弱」、「関節の病気」、「骨折・転倒」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護が必要となるリスク者の割合 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より、それぞれの機能項目に該当する者の割合

は、以下のとおりとなっています。 

 

■リスク者の割合（調査票回収者 579名中）             （単位：人・％） 

 運動器 栄 養 口 腔 閉じこもり 認 知 う つ 転 倒 

該当者 85 53 131 169 247 219 208 

割 合 14.7 9.2 22.6 29.2 42.7 37.8 35.9 

 

（３）介助・介護者の状況 

主に介護・介助を受けているのは子が 47.1％で最も多く、それに次いで配偶者とな

っています。主な介護者は 50 代以降であり、高齢者が高齢者を介護・介助している

ケースが少なくない結果となっています。 

 

■主な介護・介助者（調査票回答者 68名中） 

 配偶者 子 子の配偶者 孫 兄弟・姉妹 介護サービス その他/無回答 

割 合 32.4 47.1 10.3 0.0 4.4 9.4 5.9 

 

（４）介護者が不安に感じる介護 

 在宅介護実態調査より、要介護度別に介護者が不安に感じる介護について、次頁の

表のとおりとなっています。特に要支援 1・2 の方への不安は、その他家事における

不安が大きく、要介護 1・2 では認知症への対応、要介護 3 以上では入浴・洗身など

の介護に不安を抱えている方が多くみられます。 

※75名の介護が必要となった方、 

複数回答による 
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■主な介護者（調査票回答者 支 1･2＝18、要介護 1･2＝25、要介護 3以上＝19） 

 日中の排泄 夜間の排泄 入浴・洗身 外出付添等 認知症対応 食事準備等 その他家事 不安なし 

支 1･2 27.8 22.2 11.1 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7 

介 1･2 20.0 24.0 12.0 24.0 28.0 4.0 16.0 16.0 

介 3以上 5.3 15.8 21.1 10.5 47.4 21.1 15.8 5.3 

 

（５）介護者の就労状況 

 在宅介護実態調査より、介護者の就労状況について、下表のとおりとなっています。

単身世帯、夫婦のみ世帯とも働いていない方が最も多く、すでに定年を迎えた夫婦世

帯が多いことがわかります。また、その他では子どもとの同居等でパート勤務の方が

介護している状況が多いことがわかります。 

 

■就労状況別・世帯類型 

 単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 

フルタイム勤務＝15 20.0 26.7 53.3 

パートタイム勤務＝12 25.0 25.0 50.0 

働いていない＝34 26.5 44.1 29.4 

 

■就労状況別・主な介護者の本人との関係 

 配偶者 子 子の配偶者 孫 兄弟・姉妹 その他 

フルタイム勤務＝14 7.1 71.4 21.4 0.0 0.0 0.0 

パートタイム勤務＝10 10.0 80.0 10.0 0.0 0.0 0.0 

働いていない＝34 47.1 41.2 2.9 8.8 0.0 0.0 

 

（６）主な介護者が行っている介護 

 在宅介護実態調査より、就労状況別とは関係なく、主な介護者が行っている介護に

ついては、金銭管理や生活面に必要な諸手続きが最も多く、その他の家事（掃除、洗

濯、買い物等）、外出の付添いや送迎等、食事の準備（調理等）順で多くみられまし

た。 
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第３章 サービス提供体制の現状と評価 

 

 １．第 7期計画の取組み状況 

 

第 7 期計画では、「助け合い見守りで安心して住み続けられるまちつべつ」を基本と

し、「介護予防と寝たきり・認知症予防の推進」「住み慣れた地域での継続した生活」

を重点施策として取り組んできました。 

 

（１）介護予防と寝たきり・認知症予防の推進 

 明るく活力に満ちた高齢社会を確立するためには、高齢者一人ひとりが健康で生き

がいを持ち、充実した豊かな生活を送れることが大切です。全ての住民が「健康」の

大切さを理解し、自分らしい充実した生活を送ることができるよう、個々の高齢者の

状況やその変化に応じて、介護サービスを中核に、医療サービスをはじめとする多様

な支援を継続的かつ包括的に提供する仕組みづくりを構築しています。 

 

 ①地域包括支援センターの機能強化 

  地域包括支援センターでは、医療機関、介護保険サービス事業所、社会福祉協議

会、地域住民・団体、民生委員・児童委員協議会、民間事業者といったあらゆる団

体、組織との連携を図ることで、高齢者自らが社会の構成員として誇りを持ち、そ

の人らしい自立した生活を送ることができるよう支援していきます。また、当セン

ターが開催する地域ケア個別会議や日常の個別ケースの相談対応においてもあら

ゆる団体等と連携を図り、ネットワーク機能の向上を図りました。 

 

 ②地域ケア会議の推進 

  支援を要する高齢者の多様なニーズに適切に対応するため、保健、福祉、医療等

の有識者で構成された地域ケア個別会議を開催し、保健、福祉、医療サービスやイ

ンフォーマルサービス（住民主体の活動を含む）を含めた地域ケアの総合的な調整

や提言を行っています。 

 

 ③在宅医療・介護連携の推進 

  高齢化の進展に伴う疾病構造の変化などにより医療と介護のニーズを併せ持つ

高齢者の増加に対応するため、かかりつけ医の確保や多職種間及び医療機関との連

携と住民への普及啓発を行いながら、入院による急性期の治療から、リハビリテー

ションを含めた退院後の在宅療養に円滑に移行し、切れ目なく適切な医療・介護サ

ービスを提供するために地域での医療・介護連携の協議体を設置し推進しています。 
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④認知症施策の推進 

  従来からの認知症予防の普及・啓発実践に加え、認知症の疑いのある高齢者を早

期発見、早期支援するための新たな仕組みづくりとして、認知症が疑われる高齢者

や認知症の方とその家族を訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包

括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う「認知症初期集中支援チーム」の

設置や地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつな

ぐ連携支援等を行う「認知症地域支援推進員」を配置し、認知症相談・支援の充実、

関係機関ネットワークの構築が図られました。 

 

⑤高齢者虐待に対する取組み 

本町の高齢者虐待防止ネットワークを活用し、高齢者虐待の早期発見・早期予防

を図ると共に、養護者の支援を行いその負担を軽減することで高齢者虐待の防止に

努めています。また、関係機関との情報交換・連携強化、困難事例の検討を行って

います。 

平成 26 年度より、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力が十

分でない者が成年後見制度等を的確に利用できるよう支援を行い、地域で安心して

暮らせるように『津別町あんしん生活サポートセンター「ほっと」』の設置をし、

社会福祉協議会が運営し、適切な制度利用の支援など取組みを継続しています。 

 

（２）住み慣れた地域での継続した生活 

 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、ニーズの把握を行いながら、そ

の状況に応じた住まいの住み替えができる町になるよう、施設・住宅の整備の検討、

介護保険サービスの充実や生活支援サービスの充実、住民相互の支え合いの仕組みづ

くりを推進しています。 

 

① ボランティア活動の推進 

  社会福祉協議会に登録されている既存のボランティアだけではなく、高齢者自身

も社会貢献しながら介護予防につなげるために介護施設などへのボランティアを

目的とした「津別町介護予防いきいきポイント事業」を平成 27 年度から実施し、

現在では、163名の方が登録し活動しています。 

 

 ②介護予防・日常生活支援総合事業 

  平成 27 年度の介護保険制度改正に伴う新しい総合事業への移行（介護予防訪問

介護・介護予防通所介護等）に当たっては、受け皿の整備や地域の特性を活かした

取組みを行う必要がありますが、まずは既存のサービスで対応できるものからとい

うことで、平成 28年 4月より、本町では新しい総合事業を実施しています。 
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 ③生活支援体制整備事業 

  高齢者の在宅生活をより効果的に支えるために介護サービス事業者、医療関係者、

民間企業、町内薬局、地域住民の方をメンバーとし、平成 28 年度に研究会を立ち

上げ、生活支援に関する課題等について協議し、平成 29 年度より正式に協議体と

して運営しています。平成 29 年度からは社会福祉協議会に生活支援コーディネー

ターを配置し、ネットワークの構築や生活支援サービスのマッチング等の業務を担

っています。 

  また、平成 30 年度からは生活支援サポートセンター事業を開始し、高齢者の在

宅生活に対する簡易な支援（ゴミ出し、掃除、お話し相手等）を養成研修を受講し

た住民サポーターが支援する仕組みを創ってきました。令和元年度以降は、事業対

象者も含めた通いの場の創設に向けた検討を継続しています 

 

 ④地域密着型サービスの充実 

  高齢者が年を重ねても慣れ親しんだ地域、住居で暮らし続けるためには、地域に

根付いた介護サービスも必要不可欠となります。そのために第 6期では、小規模多

機能居宅介護サテライト事業所の整備を目指し、平成 28 年 4 月より民間事業所に

よるサテライト事業所が開設されました。 

 

２．介護保険事業の状況 

 

（１）対象者の推移 

 総人口の減少は計画より少なく、65歳以上の第 1号被保険者数も計画より少ない状

況でした。 

 

■第 7期介護保険事業における対象者の計画と実績      （単位：人、％） 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 

総人口 4,663 4,730 101.4 4,548 4,621 101.6 4,433 4,515 101.8 

65歳以上 2,093 2,112 100.9 2,093 2,098 100.2 2,095 2,074 99.0 

 65～74歳 917 937 102.2 917 934 101.6 919 921 100.2 

 75歳以上 1,176 1,175 99.9 1,176 1,164 99.0 1,176 1,153 98.0 

注：30、元年度 9月末実績 R2は 7月末実績 

（２）要介護（要支援）認定者の推移 

 要介護（要支援）認定者数については、要支援では平成 28年度より始まった新し

い総合事業の影響もあり、要支援段階から重度化を防ぐ取組を実施したため要支援者

が増加し。要介護においても計画値よりも下回り、令和 2年度の実績では、要支援が

157.8％、要介護が 80.7％となりました。 
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■第 7期介護保険事業における要介護（要支援）認定者の計画と実績 （単位：人、％） 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 

要支援認定者 72 79 109.7 71 88 123.9 64 101 157.8 

要介護認定者 299 272 91.0 313 279 89.1 332 268 80.7 

合  計 371 351 94.6 384 367 95.6 396 369 93.2 

注：30、元年度 9月末実績 R2は 7月末実績 

（３）総給付費の推移 

総給付費は、平成 28 年度から始まった新しい総合事業により介護予防訪問介護、

介護予防通所介護が地域支援事業に移行したことから計画を大きく下回りました。 

また、介護給付費では地域密着型サービスを整備し、平成 30 年度、令和元年度と

計画を上回り、令和 2年度においても、計画を上回ることとなりそうです。居宅サー

ビスについては、平成 30 年度では計画を上回りましたが、令和元年度及び 2 年度で

は下回る状況です。 

計画を上回った施設サービスの主な要因としては、施設入所の利用が多いことが挙

げられます。 

■第 7期介護保険事業における総給付費の計画と実績      （単位：千円、％） 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 計画Ａ 実績Ｂ Ｂ/Ａ 計画Ａ 実績見込Ｂ Ｂ/Ａ 

在宅 218,348 222,152 101.7 241,937 218,006 90.1 260,909 206,220 79.0 

居住系 66,824 73,986 110.7 66,854 76,660 114.6 68,877 74,489 108.1 

施設 194,952 195,215 100.1 195,038 209,836 107.6 199,990 229,092 114.6 

合計 480,124 491,353 102.3 503,829 504,502 100.1 529,776 509,801 96.2 

注：各年度末実績 

 

３．第 8期計画に向けた課題 

 

（１）介護予防による自立支援・重度化防止 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から、この 1年間に転んだことがない方は

579名中 357名で、「何度もある」「1度ある」と回答した方は、579名中 208名、転倒

に対する不安が「とても不安である」「やや不安である」と回答した方は、579 名中

274 名と約半数の方がおり、外出を控えている問いに「はい」と回答した方の理由で

は、足腰の痛みなどから外出を控えている現状があり、こうした方が閉じこもりがち

になっている現状が見て取れます。 

 現状が悪化する前の予防として、運動する機会の創出、身近に歩いて通える場、そ

の移動に対する支援について検討し展開していくことが必要になっています。 
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（２）認知症高齢者の現状 

 要介護（要支援）認定者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上（認知機能

低下）の認定者数は、平成 22 年 234 人、平成 26 年 263 人、平成 29 年 252 人となっ

ており、平成 30 年は 300 人、令和元年では 309 人と比率は高くなっており、今後の

高齢者数の推計なども考慮すると今後も増加することが見込まれます。早期発見・早

期対応によって認知症状の悪化を抑止する取り組みが必要です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               出典：見える化システム、令和 2年 10月末日実績 

 

（３）高齢者の社会参加と地域での支え合いの必要性 

 認知症高齢者の増加や高齢者の独居・夫婦世帯が増加し、日常生活の困り事が増加

すると見込まれます。介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からも社会参加の機会が少

なくなっている現状もあります。 

 津別町地域福祉計画にある、閉じこもっている高齢者への声かけや安否確認を地

域・自治会で支え合う仕組みが一部で始まり、その展開が少しずつ歩みはじめており、

年をとっても活躍できる場づくりが必要であると分析しています。 

（４）高齢者住まいのニーズ 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、507 名・87.6％の方が一戸建で生活

され、住み慣れた自宅での生活を望まれています。一方で、福祉有償運送が平成 29

年度から開始され、買い物や通院等の移動手段については、少し解消されたものの、

冬季間の除雪問題と薬の服薬確認など生活を支えるサービスの確保は課題となって

います。 

そのような中から、日常的なサポートを受け安心して暮らすことができるよう高齢

者のニーズに応じた住まいとして、空き家の利活用が注目されており、大きな施設を

整備するよりコスト面からも抑えられるメリットがあります。本町でも空き家対策協

議会が設置されたことから関係部署と連携を図り、今後の高齢者や要介護認定者の増

加に伴い、介護状態に応じた住まい選びができる住環境の検討が必要となります。 

人 
％ 
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第４章 計画推進のための基本的事項 

 

１．基本理念 

 

第 8 期計画は、団塊世代が 75 歳以上になる 2025（令和 7）年を見据えた中長期的

な視点に立ち、本町の高齢者をめぐる課題や本町の特性から、基本理念は、地域福祉

計画の基本理念として第 7期計画を継承します。 

 

 

 

 

 ２．基本目標 

 

第 8期計画の基本目標は、次の 4つとします。 

 

（１）介護予防による自立支援・重度化防止 

 

 明るく活力に満ちた高齢社会を確立するためには、高齢者一人ひとりが健康で生き

がいを持ち、充実した豊かな生活を送れることが大切です。全ての住民が「健康」の

大切さを理解し、自分らしい充実した生活を送ることができるよう、従来の検診や相

談等の保健事業の推進、自主的な健康づくりを支援し気軽に行える通いの場の創出を

推進すると共に、介護状態になることを事前に防ぐことを目的とした各種介護予防事

業に取組みます。 

 

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

 津別町では、2040 年は高齢化率が 51.64%と見込まれ、要介護状態になりやすい後

期高齢者数が 34.84％を占めることからも、今後も「医療」「介護」「予防」「住まい」

「生活支援」のサービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムを推進し、高齢

者の地域生活を支えていきます。 

町では、高齢者だけではなく、障がい者や子育て世帯、生活困窮者など、誰もが住

み慣れた地域でお互いが支え合い、自立し安心して暮らしていくことができる地域共

生社会の実現を目指していきます。 

地域共生社会の理念とは、制度・分野の枠や、「支えられる側」「支えられる側」と

いう従来の関係を超えて、人と人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや
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役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地

域や社会を創るという考え方です。 

地域共生社会の実現に向け、津別町では、包括的な支援体制の整備を行ってきてい

ます。今後は、さらに新たに重層的支援体制構築事業を実施し、既存の支援機関や地

域資源、ノウハウを最大限活用することにより、本人や世帯が抱える地域生活課題の

解決に資する包括的な伴走支援体制を構築していくことを目指します。 

 また、認知症高齢者ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることが

できる社会を実現すべく、国が策定した「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等

にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）に基づき、容態に応じて切

れ目なく医療・介護等が提供される取組みを進めます。 

 

（３）高齢者の生活基盤の充実と活躍支援 

 

 豊富な経験や知識、技術を持った高齢者が、健康で、明るく、積極的に社会参加し

ていけるよう、健康づくりの推進とともに、外出支援等による孤立化の防止、虐待の

発生防止など権利擁護対策の推進など、高齢者の生活基盤の充実を図るための取組み

を進めます。 

 また、今後、高齢化が進行していく中で、地域における多世代間の理解や助け合い

が必要になることから、年齢に応じた特性や強みを理解しながら、意欲ある高齢者が

働き続けられるよう就業機会の拡大に努めるなど、高齢者が一層活躍できる環境を整

備していきます。 

 さらに、地域住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュ

ニティを育成し、高齢者のみならず、子どもや障がい者など全ての人々が地域の暮ら

しに生きがいを持てる地域共生社会の実現に向けて取組みを進めます。 

 

（４）介護保険の安定的な運営 

 

 介護保険制度の安定的な運営を図るため、地域住民、介護従事者、介護サービス事

業所、民間企業、ＮＰＯ等の関係者が制度を理解するための普及啓発や、低所得者等

に対する介護保険料の負担軽減などの取組みを進めます。 

 介護保険財政の安定化やサービス提供体制の確保のために介護サービス費用等の

適正化を図ります。 

 また介護人材の確保に対して、町としても取組みを進めます。 
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３．計画推進の基本方針 
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１ 介護予防による自立支援・重度化防止 

２ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

３ 高齢者の生活基盤の充実と活躍支援 

４ 介護保険の安定的な運営 

●生活支援サービス 

●介護予防サービス 

●健康づくり 

●生涯学習活動の推進 

●地域包括支援センターの機能強化 

●重層的支援体制整備事業の実施 

●地域ケア会議の推進 

●在宅医療・介護連携の推進 

●認知症施策の推進 

●高齢者虐待に対する取組み 

●高齢者のニーズに応じた住まいの確保 

●高齢者の権利擁護 

●災害時における要援護者の支援 

●高齢者の積極的社会参加 

●人材活用センターの推進 

●サービス提供基盤の充実 

●低所得者対策の推進 

●給付と費用の適正化の推進 

●適切な事業者指導と経営支援 

●計画の推進管理 
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第５章 計画推進のための具体的取組 

 

１ 介護予防による自立支援・重度化防止 

● 生活支援サービス（社会福祉協議会との連携） 

 

（１） 小地域ネットワーク活動の推進 

 

 地域の中で見守りが必要な障がい者や高齢者が安心して暮らすことができるよう、

自治会単位の小地域を基盤として、地域住民の参加協力を得ながら、サロン活動や声

掛け訪問等、地域に合わせた活動が行われるよう、一層の地域福祉の推進を図ります。 

 また、平成 27 年度から実施の地域相互支援型自治体推進モデル事業について、旭

町第 3自治会・活汲中央自治会のモデル地区で実施している『身近な福祉相談所「ぽ

っと」』は、住民の担い手と専門職の協働による総合相談体制で、地域の見守り活動

に大きな効果が現れています。平成 30 年度からは、豊永第 3 自治会、緑町第 2 自治

会が加わり、現在 4地区でぽっとの活動が行われており、今後の拡充も含め自治会連

合会や他の事業所とも連携して取組みを進めていきます。 

 

（２） 在宅福祉事業 

 

① 給食サービス事業 

 食事の用意が困難な独居高齢者や虚弱高齢者に対し、週 2 回（火・金）の配食を、

ボランティアにより安否確認も含め行っています。令和 2年 11月末現在 49人が利用

し、21人のボランティアが活動しています。今後も利用者ニーズを把握しながら、適

切な給食サービスの提供に努めていきます。 

 

②あんしん電話の設置事業 

 独居高齢者や障がい者の急病や災害緊急時の迅速かつ適切な対応を図るため、あん

しん電話の設置や使用料の一部助成を行っています。令和 2 年 11 月末現在で 5 人の

自宅に設置していますが、今後は、第 1報が消防署に直接通じる町の緊急通報システ

ムへの移行を引き続き進めていきます。 

 

③ ひとり暮らしお年寄りの集い事業 

 高齢者の閉じこもり防止のため、70歳以上ひとり暮らし高齢者を対象に会食・交流

を中心に開催していましたが、令和 2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め開催を見送ってきました。令和 3年度以降は、感染状況をみながらの対応になりま

すが、何らかの形で「つなぎあう」場の提供を図っていきます。 
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④ ふれあいバスツアーの開催事業 

 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に年 1 回日帰りバス旅行を実施してきまし

た。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としてきましたが、  

今後は、感染拡大に気をつけながら開催に向けた検討を進めていきます。 

 

⑤ 男の料理教室 

 60歳以上の男性を対象に、料理の楽しさと高齢者に適した食生活の改善を目的に男

の料理教室を開催しています。令和元年度までは 2～3 回開催をしていましたが、2

年度は新型コロナ感染拡大防止のため中止となりました。今後に向けては継続開催に

向けて検討を行います。 

 

⑥ ふれあい郵便事業 

 町内在住の 80 歳以上ひとり暮らし高齢者を対象に、ボランティアグループが作成

した絵手紙を配布しています。令和２年度には毎月約 170人に届けています。このう

ち 10 自治会では福祉委員が配布し、他は郵便局員が声掛けしながら手渡しで行って

います。 

 

⑦ 介護器具のレンタル事業 

 在宅介護に必要な介護器具に関する情報提供と合わせ、車いすの貸し出しを行って

います。また、介護ベッドの貸し出しについては在庫管理の問題もあり他制度への利

用を促し廃止を検討します。 

 

⑧ 長寿者夫婦の集い 

 夫婦 2人の年齢が 140歳以上となる高齢者夫婦世帯を対象に、閉じこもり予防や生

活への変化を持たせるため年 1回開催しています。令和元年度は 17組 34名が参加し

開催してきましたが、2 年度はコロナ禍で中止。3 年度以降は、参加する夫婦世帯の

減や同じ顔触れの参加者が多いことから事業継続について検討を進めているところ

です。 

 

⑨ 福祉有償運送事業 

 要介護高齢者や障がい者の通院や社会的交流を図るための足を確保するため、平成

29年 7月から福祉有償運送事業を開始しました。令和 2年 10月末で登録者 242人と

なり、車両 4 台（1 台は予備）で月平均 41.8 人が利用。令和元年度では延べ 2,168

回の利用となり、要介護高齢者や障がい者の足の確保を行ってきました。今後も町内

病院を始め北見市、網走市、美幌町の病院通院等への利用増が見込まれることから登

録運転手の確保など対応を進めていきます。 
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● 介護予防サービス 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施 

 これまでの要支援 1・2 の方に対して全国一律の予防給付として提供されてきた訪

問介護（ホームヘルプ）・通所介護（デイサービス）においては、市町村が地域支援

事業へ移行し、本町では平成 28 年 4 月 1 日より、みなし型サービスとして事業を開

始しました。 

 従来の要支援認定を必要とする介護保険サービス（通所リハビリ、訪問看護、短期

入所介護、福祉用具貸与等）を併用しない場合は、基本チェックリスト等を基に本事

業対象者であるかを判定し、迅速なサービス利用を支援します。 

 また本事業は、今後地域の実情に合った方法と介護保険財政の適正化を踏まえ、住

民参加型の介護予防に資するサービス提供方法への移行を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様な主体による多様な介護予防・生活支援のサービスの充実 

 地域の社会資源を活用した、多様な介護予防・生活支援サービスについて検討する

「協議体」並びに、高齢者のニーズに応じたサービスのマッチングを行う「生活支援

コーディネーター」が、津別町社会福祉協議会に配置されました。今後は、本町なら

ではの充実した生活支援サービスの体制構築へ向けて、サービスを運営・実施する各

関係機関への支援・協働体制の充実・強化、また支え手となり得る住民に向けた啓蒙

活動や養成研修等を実施し、多様な生活支援サービスを整備していきます。 

出典：厚生労働省資料 
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（３）住民主体の介護予防の推進 

 津別町では要介護認定の原因疾患として、認知症、転倒骨折によるものが上位を占

めています。これらの疾患へ移行する前段の「フレイル（生活不活発病）」を予防す

るため、周知・啓もうに努めながら、住民自らが主体的に介護予防に取り組めるよう

取り組んでいきます。 

具体的には、現在地域の中で展開している『ふれあいサロン活動』や、『いきいき

百歳体操』などの住民主体の通いの場について、介護予防に資する内容の充実に向け、

リハビリテーション専門職等との連携を図っていきます。 

また、高齢者はこれまでの支える人という考え方ではなく、支える側の人材として

の活躍が期待され、お互いに支えあう地域が求められています。また高齢者が培って

きた経験や知識を活かし、生きがいを感じながら、いきいきと活躍できるボランティ

アや社会参加の機会を増やしていきます。 

 

● 健康づくり 

 

日本では、生活様式の変化にともない、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生

活習慣病が増えており、津別町においても同様の傾向がみられています。生活習慣病

が起因している脳梗塞や認知症の発症により、介護が必要な状態になる場合があるこ

とから、健康づくりや疾病予防が重要となります。また、健康づくりの支援の推進、

住民の健康水準の向上、早世の減少、健康寿命の延伸、ＱＯＬ（生活の質）の向上を

目指すため、個々の取り組みだけでなく、健康づくりを地域全体で支援する環境づく

りが求められています。また、介護予防・フレイル対策や生活習慣病などの疾病予防・

重症化を一体的に実施する仕組みづくりを実施していく必要があります。 

 

（１） 若い世代からの健康づくり 

 健康づくりは、若い世代からの規則正しい生活習慣が重要ですが、20～30歳代は健

康よりも自分の趣味や子育て、仕事を充実させたいと願う世代であり、生活習慣病予

防の意識が高くないのが現実です。若い世代は、検査値の異常や生活習慣病の発症は

少ないのですが、生活習慣病の芽が出始める頃であることを周知していくことは大切

です。そして、40～50歳代の時は生活習慣病が徐々に発症し、健康に対する意識や関

心が高まる時期ですので、病気が発症する前に食事、運動、喫煙等の生活習慣を見直

すための知識の普及や環境づくりが大切です。65歳以上の高齢世代は、健康に対する

関心は高くなるものの、生活習慣病や膝痛、腰痛等で通院する人が増加してきます。

70歳代半ばになった時に、自分らしく元気に過ごす方と介護が必要になる方に二極化

していく傾向があり、個人差が大きいのが現状です。 

生活習慣は将来の人生に大きく影響することから、各世代が有している健康の課題

に合わせて健康づくりができることを目指します。 
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（２）食生活からの健康づくり 

 健康づくりには栄養が深く関係しており、自分の食事の適量を知り、栄養バランス

を整えていくことが大切です。町民の食生活の現状では、野菜を食べる量が少なく、

お菓子の摂取量が多いという状況があることから、食事に野菜を多く取り入れること

に重点をおく必要があります。また、20～30 歳代の若い世代には朝食の欠食が多く、

子どもの中でも朝食をとらない現状もみられています。このことから、子育てが始ま

る親世代から食生活を意識できる取り組みを目指すとともに、あらゆる世代に合わせ

た栄養バランスを考えた健康づくりを推進していきます。  

 

（３）運動からの健康づくり 

「膝や腰の痛み」が原因で介護が必要になる方が増えている現状があります。運動

は、筋力を保ち体重増加の予防にもなることから、膝や腰の痛みを予防するためには

効果的であり、痛みを感じ始める前の壮年世代からの運動習慣が大切になります。 

本町では町内の移動でもすぐに車を使う方が多いことから運動不足になりやすい

状況です。血糖値の高い方の特徴として、本町では肥満の方は少なく、どちらかと言

えば運動不足が原因の一つになっている状況もあります。   

自分の体力と年齢にあった運動を見つけ、続けていけるような取組みを推進してい

きます。 

 

（４）健康管理 

 本町においても全国同様に、死亡原因の第 1位はがんとなっています。また、がん

が原因で要介護となる方もいます。町のがん検診受診率は 20～30％と低い状況で、2

人に 1人はがんにかかる時代であることから、がん検診で早期に発見することが重要

です。また、がん検診の精密検査受診率が高くない現状があるため、精密検査受診率

100％を目指していきます。 

生活習慣病に関する特定健診受診率（津別町国民健康保険被保険者）は約 25％前後

と横ばい傾向です。特定健診は、生活習慣病が悪化する前に気が付くことができるこ

とから、今後も受診率向上を目指していきます。また、本町の生活習慣病の通院状況

では「高血圧」が最も多く、健診においては「血糖値」が高い方も多いのが特徴です。

これらが影響する循環器系の病気や腎臓病などを防ぐために、医療機関とも連携を図

りながら予防の取組みを推進していきます。 

後期高齢者健診は、健診を受けることが難しい健康状態の方も含まれる中の受診率

ですが、6％程度とかなり低い状況です。受診率を向上させるほか、高齢者の健康実

態を把握して、現状に合った健康づくりを検討していく必要があります。 

 

（５）禁煙からの健康づくり 

本町の死亡原因は、全国同様に、がん、心疾患、脳血管疾患が上位を占めています。
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たばこはがんの発症に関与するだけでなく、動脈硬化に強く影響し、生活習慣病、脳

血管疾患、心筋梗塞等の虚血性心疾患の原因となります。 

また、高齢になった時にたばこが原因で肺気腫となり、心身の衰えにより閉じこも

りの生活や介護が必要な状態になる方もいます。これらを予防するためには、最初か

らたばこを吸わない生活習慣や禁煙を始めることが大切です。町内では分煙施設も増

えてきていますが、敷地内禁煙の施設は少ない状況です。まずは公共施設から敷地内

禁煙に取り組めるように推進するとともに、町内の施設・商店等に「空気のきれいな

施設」認証制度の推進を図ります。 

 

（６）口腔からの健康づくり 

 大人が自分の歯を失う原因の多くは歯周病です。歯周病は普段の歯磨きが適切であ

れば十分に予防できますが、定期的な歯科受診も大切です。 

高齢者になり自分の歯を失い義歯になると、食べにくさから低栄養の問題もでてき

ます。大人になると歯の関心が薄れる傾向があることから、歯周疾患を早期に発見し、

歯周病を予防する対策を推進していきます。また、子どもの時からむし歯を予防する

ことは、将来的に失う歯の本数を減らすことに効果があることから、幼少時代からの

取り組みが重要です。 

 

（７）心の健康づくり 

 全国的に精神疾患で通院する方が増えている現状があり、本町でも、うつ病を始め

とする心の病気を抱える方が増えています。子育て中の母親の育児不安による悩み、

小中高校の成長段階にある子どもの心の問題、青年世代では進学や就職を機に抱える

心の不調、壮年世代は仕事や家庭での役割責任による心の悩み、高齢世代ではうつ病

が原因で閉じこもりの生活の結果、認知症を発症する方もいます。また、本町の自殺

の現状においては、男性では 30～40歳代、女性では 70歳代以上に自殺死亡率が高い

傾向があります。 

このように心の健康は、世代や原因、背景が多岐に渡りますが、各世代に応じた相

談支援体制をつくることが大切です。 

 

● 生涯学習活動の推進 

 

 本町では、近年における学習ニーズは専門的・多様化しており、社会教育分野では

高齢者を含めた幅広い年齢層に、様々な学習の機会を提供しています。 

 また、体育施設にもトレーニングルームが増築整備され、社会教育事業では年間を

通して様々なイベント・教室等が開催されており、今後も積極的な参加を促していき

ます。 

 民間団体の総合型クラブ「かるっちゃつべつ」の活動も充実しており、ご当地体操

「かるっちゃ STEP」の普及も推進しています。 
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 高齢者の文化・スポーツ活動を通じた生きがい・健康づくりを促進するため、多様

なニーズに対応した文化・スポーツ活動への取組みを今後も支援していきます。 

 

２ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

● 地域包括支援センターの機能強化 

 

 本町では、地域住民や関係機関との連携により、支援を必要とする高齢者を早期に

把握する中で、その自立や尊厳を支援する体制の整備と、地域包括支援センターを直

営で設置し、本町における地域ケアの中核を担う機関として活動を行っています。 

 地域包括支援センターでは、医療機関、介護保険サービス事業所、社会福祉協議会、

地域住民・団体、民生委員・児童委員協議会、民間事業者、警察、消防といったあら

ゆる団体、機関との連携を図ることで、高齢者自らが社会の構成員として誇りを持ち、

その人らしい自立した生活を送ることができるよう支援していきます。また、当セン

ターが開催する地域ケア会議や日常の個別ケースの相談対応においても各関係機関

と連携を図り、ネットワーク機能の向上を図っています。 

 今後も高齢化率の上昇や認知症高齢者の増加はもちろんのこと、価値観の多様化に

伴い個々が抱える問題も多様化・複雑化していくことが予想されます。当町が直面す

る課題に対応し、住み慣れた地域での生活をできる限り継続して支えるためには、医

療・福祉・介護関係機関等の専門職による個々の高齢者やその家族への対応だけでな

く、当センターにおいても、地域住民が支え合う地域づくりに取組む必要があり、今

後も地域包括支援センターの機能強化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省資料 
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● 重層的支援体制整備事業の実施 

 津別町では、平成 27年度に「支え合い（地域相互支援型）」を基調に日常生活圏域

における専門職と地域住民とが協働する相互相談体制と、それを支える地方自治体の

役割を明確にした生活困窮者（社会的孤立者を含む）等への支援のあり方を提示する

「地域相互支援型自治体推進モデル」事業を実施し、平成 30 年度より「多機関の協

働による包括的支援体制構築に伴うネットワーク会議」を展開してきております。 

今後は、令和 3年度より、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備す

るため、重層的支援体制整備事業を取り組んでいきます。 

重層的支援体制整備事業は、「相談支援（断らない相談支援）」「参加支援」「地域づ

くりに向けた支援」の三つの支援をすべて実施するもので、今までの取組の中では、

制限されることも多く 8050 問題であっても、高齢者に関わることのみでしたが、今

後は、介護保険制度と障がい者福祉制度、子ども・子育て支援制度、生活困窮者自立

支援制度における相談支援事業を他の関係部署と一体的に行う体制を進化させてい

きます。 

● 地域ケア会議の推進 

 地域ケア会議は医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図ると

ともに、個別ケースの検討を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化し、

その解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには町の政策形成につなげるものです。 

 津別町は令和元年より、介護予防および要介護度の重度化予防による自立支援の推

進を目的とした「自立支援型地域ケア会議」を実施しています。引き続き地域の関係

機関と連携しながら、地域ケア会議の充実を目指します。 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省資料 
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● 在宅医療・介護連携の推進 

 

高齢化の進展に伴う疾病構造の変化などにより、医療と介護のニーズを併せ持つ高

齢者の増加が見込まれます。 

 医療と介護の両方を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最期まで続けることができるように、多職種協働により、在宅医療・介護

を一体的に提供できる体制の構築のため、地域の関係機関と緊密に連携しながら地域

の支援体制の構築を図ります。 

【 在宅医療・介護連携推進事業 】 

  平成 27 年の介護保険法の改正において、社会保障充実分事業として包括的支援

事業に位置づけられました。津別町が主体となり、下記内容について地域の関係機

関と連携しながら実施します。 

① 地域の在宅医療・介護サービスの資源の把握 

② 在宅医療・介護サービス連携の課題の抽出及び対応策の検討 

③ 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築の推進 

④ 医療・介護関係者間の情報共有の支援 

⑤ 在宅医療・介護サービスの連携に関する相談支援 

⑥ 医療・介護関係者に対する研修 

⑦ 在宅医療や介護サービスの連携についての地域住民への普及啓発 

⑧ 在宅医療・介護サービス連携に関する関係市町村の連携 

⑨ 上記に掲げるもののほか、在宅医療・介護サービスの連携に必要な事業 

 

          在宅医療・介護の連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省資料 
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● 認知症施策の推進 

（１）認知症の理解を深める啓発の推進 

 津別町でも認知症に関する相談件数は増加の傾向があります。新オレンジプランの

推計によると 65 歳以上人口の 4 人に 1 人が認知症の人又はその予備群と言われ、津

別町では約 500人と推計されます。 

 このように認知症は身近な病気であることから、認知症に関する正しい知識の普及、

啓発として認知症サポーター養成講座の実施、子どもの時からの認知症に関する学び

の場の創設等を推進していきます。 

（２）発症予防の推進 

 認知症の発症には様々要因が関与し、特定の予防方法は確立していませんが、軽度

の運動、人との交流、社会参加が予防につながる可能性が高いとされています。今後

も地域での『ふれあいサロン活動』、『いきいき百歳体操』の開催など、地域の中で認

知症予防に資する通いの場を、住民主体で運営できるように支援していきます。 

 

（３）認知症の早期発見、早期対応 

 認知症が早期発見され、適切な医療、介護サービスに結びつくことで病気がありな

がらも、この地域で生活することが可能になります。 

 そのためには認知症の心配がある方が、早期に相談できる窓口が必要となります。

津別町では平成 29年度、地域包括支援センターに「認知症初期集中支援チーム りん

ぐ☆つべつ」を設置しました。今後も認知症サポート医の指導の下、チーム員は認知

症が疑われる方やその家族を訪問し、初期の支援を包括的に集中して行い、自立生活

のサポートを実施します。 

（４）認知症の人が住みよい地域づくり 

  認知症の人が住み慣れた津別町で暮らし続けるために、その認知症の様子に応じ

て医療・介護等がネットワークを形成し、支援を効果的に行うことが重要です。それ

を中心的に担う認知症地域支援推進員を設置し、地域の各種支援機関の連携をはかり、

また認知症の人やその家族を支援するために「ちょこっと茶屋（認知症カフェ）」や

小規模な出前カフェの開催、認知症にやさしいお店登録事業などを推進していきます。 

 また認知症の進行状況に合わせて利用できる医療・介護サービスの情報をわかりや

すくまとめたケアパスを作成し、今後を見通しながら安心して生活できるように支援

をします。 

 認知症による徘徊のおそれのある人が行方不明になった場合に、地域の支援を得て

早期に発見する役割を果たすためＳＯＳネットワーク会議を設置しています。警察を

はじめとした町内の関係機関に協力依頼を行うため、通常時からＳＯＳネットワーク

会議の開催やネットワークに関する住民啓発講演会、更には認知症高齢者を理解し、

行方不明になったときの捜索の訓練などを行っていきます。 
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● 高齢者虐待に対する取組み 

 

高齢者への虐待は、高齢者の尊厳を冒すだけでなく、心身に重大な悪影響を及ぼす

場合も少なくなく、深刻な問題となっています。高齢者虐待が発生する背景には家庭

内における様々な要因が存在し容易に解決することが困難な状況になっています。 

そのため、「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用し、虐待の事例を把握した場合

には、虐待対応マニュアルに沿って、関係者による会議の開催で、状況確認や緊急度

の判断など適切な対応を取り進めます。 

高齢者虐待の早期発見・早期予防を図ると共に、地域のネットワークを活かしなが

ら養護者の支援を行い、その負担を軽減することで高齢者虐待の防止、関係機関との

情報交換・連携強化、困難事例の検討を行っていきます。 

緊急やむをえない事態において分離が必要と判断された場合には、措置入所等の対

応も検討しながら速やかに対応を行っていきます。 

 

３ 高齢者の生活基盤の充実と活躍支援 

● 高齢者のニーズに応じた住まいの確保 

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその能力に応じた日常生活を営むことがで

きるよう、介護給付サービス及び地域支援事業サービス等と連携して、質の確保され

た高齢者のニーズに応じた住まいを提供することが求められています。 

また、平成 21 年度から 31 年度までの 11 年間を計画期間とした津別町住生活基本

計画に定める住宅政策の推進方針より、本町が提唱する「歩いて暮らせるまちづくり」

を基本に第 8章の 1で「子どもから高齢者、障がい者まですべての人が安心して暮ら

せる住環境づくり」を目標として掲げています。この目標達成のため 4つの主要な政

策が定められているところです。担当部署と連携し、安心して暮らせる住環境の整備

の検討をしていくとともに、住宅改修等の情報提供や住まいに関する不安を抱えた高

齢者が身近に相談できる相談体制を地域包括支援センターと連携し、総合的な相談窓

口の充実を図っていきます。 

 

● 高齢者の権利擁護 

 

高齢者がその人らしく地域社会の一員として暮らしていくためには、高齢者一人ひ

とりの権利を保障していくシステムづくりが重要です。 

 具体的にはプライバシーの保護やあるいは利用したサービスは適当であったか、苦

情相談への対応は迅速であったか、判断能力の低下した利用者の利益を代弁する成年

後見制度の活用支援、虐待防止やその早期発見のためのネットワークの活用、消費者

被害の防止等について、地域包括支援センターを中心に構築していきます。 
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（１）成年後見制度の利用支援等 

平成 26 年度に認知症高齢者、障がい者等判断能力が十分でない者が成年後見制度

等を適切に利用できるよう支援を行い、地域で安心して暮らせるように「津別町あん

しん生活サポートセンター ほっと」が設置されました。社会福祉協議会が運営し、

適切な制度利用の支援など取組みを行っています。 

成年後見制度の利用が必要と認められる場合は、制度の内容を説明すると共に「津

別町あんしん生活サポートセンター ほっと」につなぐなどの支援を行います。 

また、制度利用が必要なのに申し立てを行える親族がいないと思われる場合は、市

町村長申し立てにつなげていきます。 

成年後見制度を幅広く普及するための広報等の取り組みを行います。より具体的な

事例を用いて、制度の活用方法を自治会の会合や関係者向けの研修会等で周知を図り

ます。 

（２）消費者被害の防止 

 高齢者を狙う高額リフォームや訪問販売等の悪質商法による被害を未然に防止す

るため、情報提供や消費者協会への相談窓口の紹介など周知徹底を図ります。また、

民生委員や介護支援専門員等の関係部局と必要な情報交換を行い消費者被害の防止

に努めます。 

● 災害時における要援護者の支援 

近年、集中豪雨、台風による風水害及び地震や大雪などによる災害が発生していま

す。こうした災害時に高齢者や障がい者などの犠牲を最小限に抑えるためには、平常

時から地域ぐるみで避難支援体制を構築することが重要です。 

また、令和 2年からの新型コロナウイルス感染症の流行により、更に、感染症対策

への備えや対応についても盛り込んだ支援体制を構築していくものです。 

高齢者、障がい者、乳幼児、その他特に配慮を要する者（以下、要配慮者という。）

の安全を確保するため、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、

道の「災害時における高齢者・障がい者等の支援対策の手引き」を踏まえ、「津別町

災害時要援護者支援マニュアル」に基づき要配慮者への情報伝達体制や避難支援体制

について、関係機関との取組みを促進します。 

特に要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な者であって、その円滑な避難の確保を図るため特に支援を要す

る者（以下、避難行動要支援者という。）に対しては、迅速かつ安全に避難できるよ

う、「避難行動要支援者名簿」を活用した情報共有等について周知を図るなど、平常

時からの協力体制づくり進めます。避難所における生活など、避難行動要支援者のニ

ーズに応じた対応が図られるよう支援体制づくりを進めます。福祉避難所の確保を促

進するとともに、各避難所で棲み分け等により避難行動要支援者にとって環境の良い

避難生活の確保を促進します。 

 

＊福祉避難所：主として高齢者、障がい者、乳幼児等の配慮を要する者の円滑な利用や相談援

助体制のある避難所 
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● 高齢者の積極的社会参加（社会福祉協議会等との連携） 

 高齢者が自立した生活を送るためには、社会との関わりをもち、活動的に生きがい

をもって暮らすことが必要です。そのためには、住民・地域・行政が連携を図り、高

齢者自身が地域社会の中で自らの経験と知識を活かして積極的な役割を果たしてい

けるような環境整備が必要です。 

（１）老人クラブ活動の推進 

 老人クラブ活動の目的は「仲間づくり」にあり、高齢者の生きがいや健康づくりの

面で大きな成果を収め、閉じこもりがちな高齢者の孤立を抑制しています。しかし、

老人クラブ会員数は減ってきている現状にあります。高齢者同士の支え合いを通じた

地域福祉向上のためにも、魅力ある老人クラブ活動推進に向けて支援を行っていきま

す。 

（２）ボランティア活動の推進 

本町の社会福祉協議会におけるボランティア活動は、ボランティアセンター運営委

員会を中心に取り組みを進めています。ボランティアの固定化や高齢化への課題、住

民同士の支え合いの醸成のため、平成 28 年 1 月からスタートした「介護予防いきい

きポイント事業」は、登録者が令和 2 年 11 月末現在 163 人となり、新規ボランティ

アの育成などに大きな役割を果たしています。現在、社会福祉協議会の登録ボランテ

ィアは、185人（内いきいきポイント登録 163人、センター登録 22人）で、ポイント

事業実施で倍以上の登録者増が図られてきており、目標とする人口の 1 割（500 人）

を目指していきます。 

 また、平成 30 年 4 月からは「生活支援サポートセンター事業」は開始となり、住

民主体による家事支援等による支え合い活動が取り組まれています。 

 

● 人材活用センターの推進 

 高齢者の蓄積された経験や技術を活かし、生きがいをより一層充実させ、社会参加

を希望する高齢者の就業機会の拡大を図るため、平成 9年に津別町人材活用センター

が設立され、高齢者の意欲や能力に応じた就業の確保に努めてきました。 

 しかし、近年は会員が減少し令和 2 年 11 月現在 29 人（男 23 人、女 6 人）で会員

確保が課題になっています。今後も人口減少の予測から知識や経験豊かな高齢者が果

たす役割は大きく、活力ある地域社会づくりに積極的に役割を果たしていける高齢者

の就業環境の整備を進めていきます。 

 

４ 介護保険の安定的な運営 

● サービス提供基盤の充実 

 

 地域包括ケアシステムを構築するためには、在宅生活を支える多様な介護サービス

が提供される体制づくりが必要となります。本町では、これまで小規模多機能型居宅

介護などの地域密着型サービスの充実を図ってきており、重度の要介護者、単身又は

夫婦世帯のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加、在宅介護の就労継続や負担軽減な
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どへの対応について推進していくとともに介護人材の確保の取り組みとしてつべつ

福祉体験セミナーの開催や、外国人介護福祉人材の確保に向けて育成支援協議会に参

加するなど、各世代に対して、福祉・介護に対する理解促進を図り、内部研修の支援

など職場定着に向けた取組みを目指していきます。 

 また、在宅での生活が困難な中・重度の介護者を支える施設として、本町にある特

別養護老人ホームの老朽化についても施設の増改築を検討しており、今後の北海道に

おける老人福祉施設整備方針の動向も注視しながら、中長期的な施設整備の在り方に

ついても検討していきながら、利用者一人ひとりがその人らしい日常を過ごせるよう

な環境づくりを目指していきます。 

 

● 低所得者対策の推進 

 介護保険料の段階設定については、低所得者への配慮等の観点から、所得に応じた

負担割合の設定を行っています。また、世帯非課税の被保険者に対しては、公費によ

る保険料負担の軽減を行っています。 

 また、介護サービス利用料については、過大な負担とならないよう、法令等に基づ

き、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、介護保険施設入所等の食費・

居住費の軽減など利用料の減免制度を継続します。 

 

● 給付と費用の適正化の推進 

 高齢化の進行などにより、介護給付費等の増大が見込まれる中、介護保険制度の円

滑な運営を維持していくためには、介護予防や重度化防止の観点も含め、介護給付費

の適正化を図り、利用者に対する適切な介護サービスを確保していく必要があり、介

護給付適正化の取組みを進めていきます。 

 

● 適切な事業者指導と経営支援 

 地域密着型、総合事業、居宅介護支援事業所などの介護サービス事業者に対して、

保険者として適切な指導を実施するとともに、不正請求等に対して厳正に対処してい

きます。 

また、情報提供のみならず、介護従事者の人材確保や資質の向上などを支援し、経

営基盤の強化やサービスの向上を図ります。 

 

● 計画の推進管理 

本町における高齢者保健福祉・介護保険事業の推進にあたって、計画の進捗状況の

点検及び分析評価は、効果的な施策展開を進める上で大切なことです。 

「計画（Plan）・実行（Do）・点検（Check）・改善（Action）」の PDCA サイクル

により計画を着実に推進するため、要介護者数の数、居宅サービスや施設サービスの

利用実績等を把握するとともに、目標に対する実績評価及び評価結果の公表を行い、

計画推進に反映させていきます。 
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第６章 介護保険サービスの現状と事業量推計 

 

2018（平成 30）年度、2019（令和元）年度、2020（令和 2）年度の給付実績を基本

として、サービス別の利用人数、一人当たりの日数・回数を算出し、それらをもとに

国の「見える化」システムを活用し、2021（令和 3）年度から 2023（令和 5）年度の

サービス事業量の推計を行いました。 

１．居宅介護サービス 

 

（１）訪問介護／介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス） 

 ホームヘルパーなどが居宅を訪問して、食事、入浴、排せつ等の介護や日常生活の

支援を行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 1,020 1,205 1,316 1,351 1,351 1,552 1,374 

人数（人/月） 47 46 39 39 39 42 39 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（２）訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護 

 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 10 10 3 4.7 4.7 4.7 4.7 

人数（人/月） 3 3 2 2 2 2 2 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

人数（人/月） 0 1 1 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（３）訪問看護／介護予防訪問看護 

 医師の指示に基づき看護師、保健師、准看護師、理学療法士又は作業療法士が居宅

を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 
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＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 30.3 38.3 55.8 72.5 72.5 72.5 72.5 

人数（人/月） 14 17 18 19 19 19 19 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 2,173 2,041 1,944 1,889 1,889 1,889 1,889 

人数（人/月） 48.4 44.3 35.9 35.7 35.7 35.7 35.7 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（４）訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション 

 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を

図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリ

テーションを行います。 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 0 10.8 5 5 5 5 5 

人数（人/月） 0 1 1 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（５）居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導 

 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が居宅を訪問して、療養上の

管理及び指導等を行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 626 2,222 1,143 1,609 1,609 1,694 1,694 

人数（人/月） 5 22 12 17 17 18 18 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 1 201 66 66 66 66 66 

人数（人/月） 1 3 1 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（６）通所介護／介護予防通所介護（デイサービス） 

 デイサービスセンターに通い、食事、入浴の提供などの日常生活の支援や機能訓練 
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＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 459 447 399 381.9 381.9 395.4 387.8 

人数（人/月） 63 60 53 56 56 56 57 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（７）通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション 

 介護老人保健施設、病院、診療所に通い、施設において心身の機能の維持回復を図

り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 45.1 26.1 3.0 2.1 2.1 2.1 2.1 

人数（人/月） 8 5 1 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（８）短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護 

 特別養護老人ホーム等に短期入所（ショートステイ）し、食事、入浴、排せつ等の

介護や日常生活の支援及び機能訓練を行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 256.4 172.4 151.8 132.5 132.5 132.5 132.5 

人数（人/月） 17 14 11 10 10 10 10 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 0 66 10 10 10 10 10 

人数（人/月） 0 0.9 1 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（９）短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護 

 介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、看護、医学的管理のもと

における介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

回数（回/月） 15.1 4.5 4 4 4 4 4 

人数（人/月） 2 1 1 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 
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（10）特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護 

 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）等に入所

し、食事、入浴、排せつ等の介護や日常生活、機能訓練及び療養上の支援を行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 8 9 7 8 8 8 8 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 2 3 4 4 4 4 4 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（11）福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与 

 福祉用具のうち、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止

用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知

器、移動リフト、自動排泄処理装置を貸与します。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 73 71 68 69 71 72 71 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 31 34 42 41 41 41 38 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（12）特定福祉用具購入／介護予防特定福祉用具購入 

 福祉用具のうち、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの

つり具の部分、介助用ベルト、自動排泄処理装置の交換可能部品等を購入した際に、

福祉用具の購入費の一部を支給します。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 2 1 1 1 1 1 1 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 1 1 1 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 
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（13）住宅改修／介護予防住宅改修 

 手すりの取り付け、段差の解消、すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通

路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え・撤去、通路等の傾斜の解消、転落防止

柵の設置、その他これらに付帯して必要となる住宅改修を行った時は、住宅改修費の

一部を支給します。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 2 2 2 1 1 1 1 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 0 2 2 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（14）居宅介護支援／介護予防支援 

 介護サービス等の適切な利用ができるよう、ケアプラン（介護予防ケアプラン）を

作成すると共に、それに基づくサービスの提供を確保するため事業者との連絡調整な

どを行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 115 105 94 94 97 97 96 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 33 36 41 42 42 41 39 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

２．施設介護サービス 

 

 介護老人福祉施設については、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム「いち

いの園」で確保するとともに老朽化への対応について増改築等を含めた協議を道の施

設整備方針の動向を注視しながら検討していきます。また、介護老人保健施設、介護

療養型医療施設については、町外の施設を広域的に利用しています。 

 なお、介護療養型医療施設は、廃止期限が平成 35年度となっています。 

 

（１）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 寝たきりや認知症により常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所できる

施設で、食事、入浴、排せつ等の介護や日常生活及び療養上の支援を行います。 
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＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 50 54 57 59 59 59 62 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（２）介護老人保健施設（老人保健施設） 

 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が入所できる施設で、医学

的な管理のもとで介護や看護、機能訓練や療養上の支援を行います。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 17 16 20 18 18 18 190 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（３）介護療養型医療施設（介護医療院） 

 急性期の治療が終わり、病状が安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な

方が入所できる施設で、介護体制の整った医療施設（病院）で介護や看護などの支援

を行います。 

 なお、平成35年度末までに介護医療院等への転換がなされることとなっています。 

 

３．地域密着型サービス 

 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と、随時の対応を行うも

のです。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 1 1 0 1 1 1 1 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（２）夜間対応型訪問介護 

 夜間に定期的にヘルパーが巡回して訪問介護を行うほか、24時間体制のもと緊急時

に利用者の通報を受けヘルパーが急行します。 

 本町では過去の実績はなく、本計画期間における整備計画も行わないこととします。 

 

（３）認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護 

 認知症の高齢者が、デイサービスセンター等に通い、食事、入浴、排せつ等の介護
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や日常生活の支援及び機能訓練を行います。 

 認知症の症状の進行の緩和に資するように目標を設定し、計画的に行います。認知

症の特性に配慮したサービスであるため、一般の通所介護と一体的な形では実施でき

ません。 

 

（４）小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護 

 小規模な居住型の施設への「通い（デイサービス）」を中心に、必要に応じて「訪

問（ホームヘルプサービス）」や「泊まり（ショートステイ）」を組み合わせて受けら

れるサービスです。 

 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 26 24 25 26 27 26 28 

 

＜予防給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 9 11 13 12 12 12 12 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（５）認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護 

 認知症の高齢者が共同で生活する施設（住居）で、食事、入浴、排せつ等の介護や

日常生活での支援及び機能訓練を行います。 

 本計画期間における新たな施設整備は行わないこととします。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 18 18 19 19 19 19 21 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

（６）地域密着型特定施設入居者生活介護 

 定員 29人以下の小規模な有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所し、食事、入浴、

排せつ等の介護や日常生活、機能訓練及び療養上の支援を行います。 

本町では過去の実績はなく、本計画期間における整備計画も行わないこととします。 

 

（７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 定員 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所し、食事、入浴、排せつ等の介

護や日常生活及び療養上の支援を行います。 

本町では過去の実績はなく、本計画期間における整備計画も行わないこととします。 
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（８）看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービ

スを組み合わせて 1つの事業所から一体的にサービスを提供します。 

本町では過去の実績はなく、本計画期間における整備計画も行わないこととします。 

 

（９）地域密着型通所介護 

 介護保険制度改正に伴い小規模な通所介護事業所（定員 18 名以下）については、

地域との連携や運営の透明性、経営の安定性の確保、サービスの質の向上の観点から、

平成 28年 4月に地域密着型サービスへ移行しました。 

＜介護給付＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 12年度 

人数（人/月） 7 8 10 9 9 10 9 

※平成 30年度、令和元年度は実績値、令和 2年度以降は見込値です。 

 

４．地域支援事業 

 

 第 7 期計画では、地域包括ケアシステムの体制の構築を推進し、本町では平成 28

年 4月より、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、包括的支援事業では、地域

ケア会議の充実、在宅医療・介護連携、認知症施策、生活支援の体制整備に取組んで

います。 

 第 8期計画では、高齢者の社会参加促進、通いの場の創出、生活支援の担い手育成

など要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態になった場合に

おいても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、より

充実した支援を推進していきます。 
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１）介護予防・日常生活支援総合事業 

事 業 内 容 等 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

介護予

防・生活支

援サービ

ス事業費 

訪問型サービス （人） 1,663 1,512 1,500 1,400 1,400 1,400 

通所型サービス （人） 1,546 1,452 1,415 1,400 1,400 1,400 

生活支援サービス （人） 187 179 62 160 160 160 

介護予防マネジメント （人） 749 716 700 690 680 680 

一般介護

予防事業

費 

介護予防把握事業（人） 
248 

(31) 

192 
(14) 

210 200 200 200 

介護予防普及啓発事業 

（延人数） 
2421 2,120 1,850 1,800 1,300 

※事業移行 
1,300 

地域介護予防活動支援事業 

（サロン）（延人数） 
2,561 2,152 1,800 2,000 2,000 2,000 

地域介護予防活動支援事業 

（いきいきポイント）（人） 
156 187 110 120 150 150 

地域介護予防活動支援事業 

（生活支援サポーター）（人） 
436 374 200 300 380 400 

地域介護予防活動支援事業 

（百歳体操）（人） 
994 2,812 1,400 1,800 2,000 2,000 

地域ケア会議（回数） 16 16 30 40 40 40 

 

 ２）包括的支援事業 

 

 ①包括支援センターの状況 

区   分 

事 業 内 容 等 

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

地域包括支援センター 

設置個所数 

（ヶ所） 
1 1 1 1 1 1 

人員体制 

（人） 
5 5 5 5 5 5 
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 ②総合相談件数 

区   分 

事 業 内 容 等 

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

介護予防に関する相談 22 16 50 50 50 50 

健康に関する相談 79 18 90 90 90 90 

介護認定調査 990 776 1,000 1,000 1,000 1,000 

介護保険制度・その他の制度 297 198 250 250 250 250 

予防給付・介護予防ケアマネジメント 1,407 1,028 1,100 1,100 1,100 1,100 

高齢者虐待 27 25 30 30 30 30 

権利擁護 25 7 20 20 20 20 

その他の相談（金銭・機関連絡等） 181 78 150 150 150 150 

計 3,028 2,146 2,690 2,690 2,690 2,690 

 

５．介護給付費適正化計画の推進 

 

（１）認定調査の適正化 

 認定調査の適正化を図るため、原則、町職員がすべての認定調査を実施します。 

 遠隔地等の理由により他市町村の事業者へ委託を行った場合についても、すべて町

職員がチェックを行います。そのほか「業務分析データ」のチェックを行い、北海道

や全国との比較等から検証を行います。 

また、研修などを通じて調査員の能力向上と調査員ごとの判断基準の平準化を図り

ます。今後もこれまでどおり調査票の全件チェックを行います。 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

点検実施件数 全件 全件 全件 全件 全件 全件 

 

（２）ケアプラン点検 

 ケアマネジメントの適正化を図るため、ケアプランが利用者の自立支援に結びつい

ているのか、また要介護状態の改善あるいは悪化の要因を明らかにするなど、担当ケ

アマネジャーから聞き取り検討協議をすることで、自立支援に結びつくケアプランの

効果的測定を行っています。 

今後については、これまでどおり外部の専門機関に委託するケアプラン点検を取り

入れるのと平行して、一般事務職でも対応が可能な点検方法を検討しながら、点検件
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数を増やしケアマネジメントの適正化を図ります。 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

点検実施件数 17件 16件 20件 20件 20件 20件 

 

（３）住宅改修、福祉用具購入・貸与調査の点検 

 １）住宅改修の点検 

 事前に書類上での確認を行い、工事完了後に現地検査を行い住宅改修の適正化を図

っています。今後も、工事完了後に現地検査を行います。 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

事前審査 全件 全件 全件 全件 全件 全件 

訪問調査 全件 全件 全件 全件 全件 全件 

 

 ２）福祉用具購入・貸与調査 

 購入の際には、介護支援専門員が福祉用具の必要性の確認を行い、貸与については、

福祉用具の必要性や利用状況等の確認が必要な場合には、利用者に対し訪問調査によ

る点検を実施します。 

 さらに、国保連合会の介護給付適正化システムを活用し、福祉用具の貸与品目の単

位数等の点検を実施します。 

 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

購入点検件数 全件 全件 全件 全件 全件 全件 

貸与単位確認件数 全件 全件 全件 全件 全件 全件 

 

（４）医療給付情報との突合・縦覧点検 

 国保連合会の「介護給付適正化システム」を活用し、提供を受けた「医療給付情報

突合リスト」において疑義のある給付内容について事業所に確認を依頼することによ

り、介護給付の適正化を図っています。また、平成 26年 10月審査分より「医療突合

確認処理」を国保連合会に委託し、点検業務を実施しています。 

 今後も、引き続き介護給付の適正化を図っていきます。 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

縦覧点検実施月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 

医療突合実施月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 

 

（５）介護給付費の通知 

 介護保険サービス利用者に、介護給付費の額等の実績を通知し、情報提供を受けま

す。現在まで、架空請求等の情報はありません。 

 今後も、年 3回の介護給付費の通知を行い利用者に給付実績の確認を促します。 
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 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

発送回数 3回/年 3回/年 3回/年 3回/年 3回/年 3回/年 

 

（６）進捗状況の管理 

 本町では、毎年度、適正化事業を実施し、事業実施後に検証するとともに、この検

証結果に基づき適正化事業の評価・見直しを行うなど、適正化事業において PDCA

サイクルを活用していきます。 

 

第７章 介護保険サービスの事業費と介護保険料の設定について 

 

１．給付費の見込み 

（１）介護予防給付費                 

   （単位：千円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 

①  介護予防サービス 13,287 13,287 13,287 13,287 

 介護予防訪問看護 2,400 2,400 2,400 2,400 

 介護予防訪問リハビリテーション 840 840 840 840 

 介護予防居宅療養管理指導 214 214 214 214 

 介護予防短期入所生活介護 84 84 84 84 

 介護予防特定施設入居者生活介護 4,541 4,541 4,541 4,541 

 介護予防福祉用具貸与 2,808 2,808 2,808 2,808 

 特定介護予防福祉用具販売 600 600 600 600 

 住宅改修 1,800 1,800 1,800 1,800 

②  地域密着型介護予防サービス 9,287 9,287 9,287 9,287 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 9,287 9,287 9,287 9,287 

③ 介護予防支援 2,313 2,313 2,261 2,313 

予防給付費計 24,887 24,887 24,835 24,887 
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（２） 介護給付費                        

          （単位：千円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 

①  居宅サービス 147,785 147,785 153,153 148,541 

 訪問介護 41,522 41,522 46,134 41,522 

 訪問入浴介護 1,524 1,524 1,524 1,524 

 訪問看護 3,193 3,193 3,193 3,193 

 訪問リハビリテーション 1,248 1,248 1,248 1,248 

 居宅療養管理指導 2,219 2,219 2,219 2,219 

 通所介護 43,272 43,272 44,028 44,028 

 通所リハビリテーション 2,638 2,638 2,638 2,638 

 短期入所生活介護 18,336 18,336 18,336 18,336 

 短期入所療養介護 626 626 626 626 

 特定施設入居者生活介護 21,092 21,092 21,092 21,092 

 福祉用具貸与 10,465 10,465 10,465 10,465 

 特定福祉用具販売 570 570 570 570 

 住宅改修 1,080 1,080 1,080 1,080 

②  地域密着型サービス 123,020 123,549 123,549 126,765 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,400 2,400 2,400 2,400 

 小規模多機能型居宅介護 53,808 53,808 53,808 53,808 

 認知症対応型共同生活介護 58,149 58,678 58,678 61,894 

 地域密着型通所介護 8,663 8,663 8,663 8,663 

③  居宅介護支援 15,582 16,127 16,087 16,132 

④  介護保険施設サービス 228,302 231,285 231,285 234,214 

 介護老人福祉施設 169,444 176,216 176,216 179,145 

 介護老人保健施設 58,858 55,069 55,069 55,069 

介護給付費計 514,689 518,746 524,074 525,652 

 

 

 

 

（３）その他給付費 

 介護保険サービス事業費には、介護予防給付費、介護給付費のほかに「特定入所者

介護（予防）サービス費」「高額介護（予防）サービス費」「高額医療合算介護（予防）

サービス費」「審査支払手数料」が含まれます。これらの給付費は以下のとおり見込

まれます。 
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                      （単位：千円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 

特定入所者介護（予防）サービス費 22,540 22,455 20,460 20,690 

高額介護（予防）サービス費 12,141 12,263 12,263 12,394 

高額医療合算介護（予防）サービス費 1,524 1,540 1,540 1,557 

審査支払手数料 419 423 423 428 

その他給付費計 36,624 36,681 34,686 35,069 

 

（４）標準給付費 

 第 7期最終年の令和 2年度では、介護予防給付費と介護給付費の合計である総給付

費は約 4億 6千 6百万円、その他給付費とあわせた標準給付費の見込額は、令和 3年

度約 5億 7千 6百万円、令和 4年度で約 5億 8千 3百万円、令和 5年度で約 5億 8千

5百万円と見込まれます。 

                      （単位：千円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 

総給付費 539,576 543,633 548,909 550,539 

 介護予防給付費 24,887 24,887 24,835 24,887 

 介護給付費 514,689 518,746 524,074 525,652 

その他給付費 36,624 36,681 34,686 35,069 

標準給付費見込額 576,200 580,314 583,595 585,608 

 

（５）地域支援事業費 

 

 地域支援事業は、要介護状態となることを予防すると共に、要介護状態となった場

合においても住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるように支援す

ることを目的とし、「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業・任意事業」

の 2事業から構成されます。 

 また、現行の包括的支援事業・任意事業等が重層的支援体制整備事業の創設に伴い、

移行するため事業費が減額となります。 

 

       

（単位：千円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 7年度 

介護予防・日常生活支援総合事業費 17,205 17,205 17,205 16,041 

包括的支援事業・任意事業費 8,552 8,552 8,552 8,269 

地域支援事業費計 25,757 25,757 25,757 24,310 
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（６）介護保険事業費の見込み 

 標準給付見込額と地域支援事業費を合計した介護保険事業費は、3 年間で合計約 

18億 1千 7百万円と見込みます。 

                      （単位：千円） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 3年間合計 令和 7年度 

標準給付費見込額 576,200 580,314 583,595 1,740,109 585,608 

地域支援事業費 25,757 25,757 25,757 77,271 24,310 

介護保険事業費計 601,957 606,071 609,352 1,817,380 609,918 

 

２．介護保険料設定の基本的な考え方 

 

（１）第１号被保険者負担割合について 

 2021（令和 3）年度から 2023（令和 5）年度までの第 1 号被保険者負担率は第 7 期

と同じく 23％に、第 2号被保険者負担率は 27％となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について 

 

 １）一定以上の所得者の利用者負担の見直し等 

  ●これまで一律に据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある

一定以上の所得の方の自己負担割合を 2 割としていましたが、2 割負担者の中か

らさらに 3 割負担とする。被保険者のうち所得上位 3％に相当する基準である合

計所得金額 220万円以上の者（年金収入＋その他合計所得金額で、単身 340万円
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以上、夫婦 463万円以上）。※月額負担上限 44,400円あり【H30年 8月施行】 

 

 ２）介護納付金への総報酬割の導入（第 2号被保険者：40～64歳の保険料） 

  ●第 2号被保険者（40～64歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課

しており、各医療保険者が加入者である第 2号被保険者の負担すべき費用を一括

納付している。各医療保険者は、介護納付金を第 2号被保険者である「加入者数

に応じて負担」しているが、これを被用者保険間では「報酬額に比例した負担」

とする。 

 ３）住所地特例の見直し（介護保険適用除外施設の見直し） 

  ●介護保険においては、住所地の市町村が保険者となるのが原則ですが、介護保

険施設等の所在する市町村の財政に配慮するため、特例として、入所者は入所前

の市町村の被保険者となる仕組み（住所地特例）を設けています。 

  

  ●介護保険適用除外施設（障がい者支援施設等）を退所して介護保険施設等に入

所した場合に、適用除外施設の所在市町村の給付費が過度にならないよう、適用

除外施設入所前の市町村を保険者とします。 

 

３．第１号被保険者の介護保険料基準額と所得段階別保険料 

 

（１）第 8 期介護保険料基準額の算定 

 第１号被保険者の保険料は、標準給付見込額と地域支援事業の見込額のそれぞれ負

担割合 23％となる額を合計し、65歳以上の高齢者人数（3年間合計）で割ると、第 1

号被保険者の保険料基準額となります。 

 津別町の介護保険料基準額は、介護保険制度が始まった第 1期から第 5期まで同額

（基準額：月額 2,800円）で設定し、第 6期では（基準額：月額 3,800円）とし、第

7期では（基準額 4,440円）としました。（全国 1,571保険者中 27番目の低い基準額） 

 要介護（要支援）状態となる可能性が高い後期高齢者の割合が多い保険者は、その

負担能力に応じて様々な調整を図ることになります。 

 本町においても、第 1号被保険者の後期高齢者加入割合や、所得段階別加入割合を

全国平均（係数）と比較して、調整交付金割合を算出しました。本町の調整交付金見

込割合は、令和 3年度 9.00％、令和 4年度 9.08％、令和 5年度 9.19％を見込んでい

ます。また、本町では介護給付費準備基金が令和 2 年度末現在高予想額 37,535 千円

あり、このうち、15,000千円を保険料引き下げのために取り崩す予定です。 

 この調整を行った上で、本町の第 1号被保険者から徴収する必要がある 3年間の総

額（保険料収納必要額）を算出し、保険料を設定します。 

 以上の結果を踏まえ、第 8 期計画期間（令和 3～5 年度）の保険料基準額は、月額

4,900円（令和 22年度 7,546円推計）とします。 
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 期別保険料の推移     （単位：円） 

期別 全国平均月額保険料 津別町 

第 1期（H12～14） 2,911 2,800 

第 2期（H15～17） 3,293 2,800 

第 3期（H18～20） 4,090 2,800 

第 4期（H21～23） 4,160 2,800 

第 5期（H24～26） 4,972 2,800 

第 6期（H27～29） 5,514 3,800 

第 7期（H30～R2) 5,869 4,440 

 

（２）所得段階別保険料の設定 

所得段階 対 象 者 基準に対する割合 

第 1段階 

・生活保護、中国残留邦人等支援給付の受給者、または、世帯全員が市町村民税非課

税で、本人が老齢福祉年金を受給している方 

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万円以下の方 

基準額×0.375 

 

第 2段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80

万円を超えて 120万円以下の方 
基準額×0.575 

第 3段階 世帯全員が市町村民税非課税で第 1段階、第 2段階に該当しない方 基準額×0.725 

第 4段階 
本人が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円

以下の方 
基準額×0.90 

第 5段階 本人が市町村民税非課税で、第 4段階に該当しない方 基準額 

第 6段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 120万円未満の方 基準額×1.20 

第 7段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 120万円以上 200万円未満の方 基準額×1.30 

第 8段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 200万円以上 300万円未満の方 基準額×1.50 

第 9段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 300万円以上の方 基準額×1.70 
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資料編 

 

 介護保険サービス一覧 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の概要 

 在宅介護実態調査の概要 
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介護保険サービス一覧表 

 

 自宅で利用するサービス 

  ○訪問介護（ホームヘルプ） 

要介護 1 以上の認定を受けた方に介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し

て、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。 

  ○訪問入浴介護 

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介

護職員が入浴の介護を行うサービスで、要介護 1 以上の認定を受けた方が対象です。 

  ○訪問看護 

要介護 1 以上の認定を受けた方に医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェッ

ク、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。 

  ○訪問リハビリテーション 

要介護 1以上の認定を受けた方に医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問

し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行うサービスです。 

  ○夜間対応型訪問介護 

要介護 1 以上の認定を受けた方に夜間において①定期的な巡回による訪問介護サービス、②利用者の求

めに応じた随時の訪問介護サービス、③利用者の通報に応じた調整・対応するオペレーションサービスを

行います。 

  ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

要介護 1 以上の認定を受けた方に日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に又は密接に連携

しながら、定期巡回と随時の対応を行います。 

  ○看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

要介護 1 以上の認定を受けた方に複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて、1 つの事

業所が一体的に提供します。現在は「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」の組み合わせが提供可能

なサービスとして定められており、要介護度が高く、医療的なケアを必要とする人が、住み慣れた家や地

域で安心して生活することが可能になります。 

  ○居宅療養管理指導 

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛

生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスで、要介護 1 以上の認定を受けた方

が対象です。 
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自宅から通って利用するサービス 

  ○通所介護（デイサービス） 

要介護 1 以上の認定を受けた方に日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、

その他の必要な日常生活上の支障や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能

の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。 

○通所リハビリテーション（デイケア） 

要介護 1 以上の認定を受けた方が、介護老人保健施設や診療所、病院等の医療機関において、日常生活

の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の

維持回復を図るサービスです。 

○短期入所生活介護（ショートステイ） 

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上

の支援や機能訓練などを行うサービスで要介護 1 以上の認定を受けた方が対象です。 

  ○短期入所療養介護 

要介護 1 以上の認定を受けた方に介護老人保健施設や医療施設に短期間入所してもらい、医師や看護職

員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。 

○認知症対応型通所介護 

認知症の症状がある要介護 1以上の認定を受けた方に対するデイサービス（日帰りサービス）で、入浴、

排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練（リハビリテーション）等を行

います。 

○小規模多機能型居宅介護 

要介護 1 以上の認定を受けた方に通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問

や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練（リハビリテ

ーション）を行います。 

○地域密着型通所介護 

    要介護１以上の認定を受けた方が、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスが受けられる施設であ

り、登録定員が１８人以下の小規模の通所介護施設です。 

 

生活環境を整えるためのサービス 

  ○福祉用具貸与 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスで、要介護 1 以上の認定

を受けた方が対象です。 

  ○特定福祉用具販売 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスで、要介護 1以上の認定

を受けた方が対象です。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行

っています。 

  ○住宅改修 

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスで、要介護 1

以上の認定を受けた方が対象です。 
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生活の場を自宅から移して利用するサービス 

  ○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で在宅生活が困難な方（要介護 1以上の認定を受けた方）が対象で、寝たきりや認知症

などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設です。入所により、入浴・排せつ・食事

などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが受けられます。 

  ○介護老人保健施設 

入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする方（要介護 1 以上の認定

を受けた方）に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。 

  ○特定施設入居者生活介護 

要介護 1 以上の認定を受けた方が対象で、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、

軽費老人ホームなどが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生

活上の支援を行います。 

  ○認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

認知症の症状がある要介護 1以上の認定を受けた方に、認知症の高齢者が共同で生活する住居において、

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。 

  ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員が 29 人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護

といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うもので、要介護 1以上の認定を受けた方が対

象です。 

  ○介護療養型医療施設 

病状が安定した長期療養が必要な方（要介護 1以上の認定を受けた方）が対象で、急性疾患の回復期に

ある方や慢性疾患を有する方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関（施設）です。病状は安定

していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、

リハビリテーションなどを受けることができます。※平成 35年度末までに介護医療院への転換となる。 

○介護医療院 

長期療養が必要な方（要介護 1以上の認定を受けた方）が対象で、現行の介護療養病床（療養機能強化

型）相当のサービス（Ⅰ型）と、老人保健施設相当以上のサービス（Ⅱ型）の 2つのサービスに分かれ提

供されるサービスです。 

  ○地域密着型特定施設入居者生活介護 

介護保険の指定を受けた入居定員が 29 人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームな

どが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行い、

要介護 1以上の認定を受けた方が対象です。 
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介護予防のためのサービス 

○介護予防訪問介護(ホームヘルプ） 

事業対象者、要支援 1又は要支援 2の方が、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅

を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。平成 28年 4

月より介護予防・日常生活支援総合事業として、介護給付より地域支援事業へ移行し、介護認定を受けな

くても利用できるサービスとなりました。 

  ○介護予防訪問入浴介護 

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介

護職員が入浴の介護を行うサービスで、要支援 1又は要支援 2の認定を受けた方が対象です。 

  ○介護予防訪問看護 

要支援 1 又は要支援 2 の認定を受けた方に医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健

康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。 

  ○介護予防訪問リハビリテーション 

要支援 1又は要支援 2の認定を受けた方に医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居

宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

  ○介護予防居宅療養管理指導 

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛

生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスで、要支援 1 又は要支援 2 の認定を

受けた方が対象です。 

  ○介護予防通所介護（デイサービス） 

事業対象者、要支援 1又は要支援 2の方が、日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食

事、入浴、その他の必要な日常生活上の支障や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者

の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。平成 28 年 4 月より介護予防・日常生活

支援総合事業として、介護給付より地域支援事業へ移行し、介護認定を受けなくても利用できるサービス

となりました。 

○介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

要支援 1 又は要支援 2 の認定を受けた方が、介護老人保健施設や診療所、病院等の医療機関において、

日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心

身機能の維持回復を図るサービスです。 

○介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の症状がある要支援 1 又は要支援 2 の認定を受けた方に対するデイサービス（日帰りサービス）

で、入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練（リハビリテーショ

ン）等を行います。 

○介護予防短期入所生活介護(ショートステイ） 

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や

機能訓練などを行うサービスで要支援 1又は要支援 2の認定を受けた方が対象です。 

  ○介護予防短期入所療養介護 

要支援 1又は要支援 2の認定を受けた方に介護老人保健施設や医療施設に短期間入所してもらい、医師



- 62 - 

や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。 

○介護予防福祉用具貸与 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスで、要支援 1又は要支援

2の認定を受けた方が対象です。 

○特定介護予防福祉用具販売 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスで、要支援 1又は要支援

2の認定を受けた方が対象です。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の

販売を行っています。 

○介護予防住宅改修 

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスで、要支援 1

又は要支援 2の認定を受けた方が対象です。 

○介護予防小規模多機能型居宅介護 

要支援 1又は要支援 2の認定を受けた方に通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じ

て、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練（リ

ハビリテーション）を行います。 

○介護予防特定施設入居者生活介護 

要支援 1又は要支援 2の認定を受けた方が対象で、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人

ホーム、軽費老人ホームなどが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要

な日常生活上の支援を行います。 

○介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム） 

認知症の症状がある要支援 2の認定を受けた方に認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。 

 

計画をつくるサービス 

  ○居宅介護支援 

要介護 1以上の認定を受けた方が対象で、介護を必要とされる方に、自宅で適切にサービスを利用でき

るように、ケアマネージャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケ

アプランの作成や各種介護サービス等の連絡・調整などを行います。 

  ○介護予防支援 

要支援１又は要支援 2の認定を受けた方が、介護予防サービスを適切に利用できるよう、介護予防プラ

ンの作成やサービス事業所との連絡・調整などを行います。 

 

 

 

 

 


